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　戦後の乳幼児期栄養のた為溝れの原因を究明し・対策

をたてるべく・文部雛乳確班醐継れ（1955年）

その成果が19障倒爆基本解鰻て曝された詮
翅来・ 砕鷲本態て鱒域鯉し饗乳手旨騨針
が策定ざれ・・’』日本総合愛育研究所で発表し｝でびる離乳型

もその1つであるが…これらの指針を用いて今日迄，乳
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　そこで，各地保健所で行われて1戦う馳勢卑塗診艦感の

、離乳の基本々がどのようにとり入れちれ離乳指導だ展

開されているかをみるため，保健所を設置車体別に嘩分

し碁その実態を把握したいと考えた。
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名以下の所が多いのに対し，政令市及び特別区の約半数

にはU名以上の保健婦が配置されている。

r栄養士についてみると，パートタイムの栄養士のみΦ

所が少数ではあるが都道府県にみられたが，％の所には

1人の常勤栄養士が配麗されていた。しかし，政令市及・

び特別区においてはパートタイムの栄養士をも含め，複

数の栄養士により業務が遂行されている所が％を占めて

いた。

　勿論，専門職の人員構成には地域住民数が大きく影響

することは言うまでもないが，総体的にみて都道府県は

政令市及び特別区に比べ，その人員構成は幾分劣る傾向

が観察された。

　2，保健所における離乳指導の位置

　保健所業務は保健衛生， 環境衛生，医務，薬務さらに

福祉と広範囲にまで及んでいる。そこで各種業務の中，

栄養捲導に焦点をあてどの面に重点が置かれているか，

図1に示した6区分に大別した観察した。

図1　保健所における栄養指導
（傷）
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　都道府県，政令市及び特別区共，乳幼児に関する栄養

指導が約％を占め，次いで健康増進に関するもの，第三

位が妊産婦及研成人病に関するものであった。特に，母

子保健対策はとこ数年来，目ざましい進展を示し，社会

の激しい変動の中で児童の健全育歳を目指す当然の要求

と言えよう。また，妊産婦・乳幼児の対策に比べ，一般

婦人に対する保健対策は遅れている。その結果，新生活

運動・体力つくり運動の一環として総理府，労働省，文

部省が婦人の健康増進そす、めているが，保健所におい

て健康増進に関する栄養指導が二位を占めているのも，

こ4）だめであろう。

　3，離乳指導の方法

　離乳指導を担当する者は政令市及び特別区においては・

86ん94％の所では栄養士により離乳指導が行われていた

が，都道府県では栄養士による指導が約57彩と激減し，

前；者1こ比べ保健婦の携っているところが約40％にみら

れた。離乳指導を栄養士によってのみ行われているとこ

ろめ栄養士の人員構成をみると，政令市及び特別区では

複数の者により行っているところが55～67％みられたの

に対し，都道府県の％では1人で行っており，また，こ

こではパートタイムの栄養士のみに頼っているところも

数％であるが観察された。1回又は1日の離乳指導人数

が10名以下の所が特別区に多く，一方100名以上の所は

政令市に多かった。

　1カ月に行われる離乳指導回数をみると（図2）政令

市では他地区の保健所に比べ6回以上行っている所が約

40彩にみられたが，都道府県では逆に1乃至1回以下の

所が25％もみられた。これは勿論，地域住民数や保健所

の栄養士数が関係するのは当然のことであろうが，都道

府県では離乳指導に保健婦が携っている比率が他二者に

比べ高かったことも影響するであろう。
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図2　1カ月間に行われる離乳指導回数
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　離乳指導対象月令は各地様々で，特別区では3～4カ

月時に1回のみの指螂が多いのに対し（図3）都道府県

及び政令市では1～2カ月毎に実施しているところが多

い（表2）。

　指導法は60～70％のところでは集団指導と個別指導の

2本立てが組まれているが，都道府県では個別指導が多

く，政令市では集団指導による割合が高かった。また，

具体的な指導法は1～2種の教材を使って講話するとこ

ろが約％，％の所は調理実習も併用し，この中，65～88

図3　離乳指導月令

（彩）
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水野他：・ 日本各地保健所における離乳指導の実態

．表2・ 1歳迄の検診回数・

　　　　　　　　へ1
〆　　バ（％）

都道府県 政令市 、特別区下全平均

毎　月　令 34．2 23．0 0、 30．3．
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府県では他二地区に比べ栄養士数ば少ないにも拘らず譜

母親に実習させたり’，、作った離乳食を子供に与えてみる

などきめ細かな指導状況が伺えたぴ己

・41離乳指導に甫“ちれている基準 ； 琶1

　現在，r保健所において用いられている離乳め墓準とし

て・対象保健所の約半数ば県・市又は保健所単位で策定

されたものを用いており・， 覧離乳基本案ルを用いている

所は政令市に多少多くみ・られた♂新溝離貌の基本〃 ・を用

いぜいる所は特別区に幾分多く，約40％を占めているが

他二者におい亡は20％程度であうた・（裏3）二ぷ本調査の
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たない時期であった、め，まだ充分に敷術していなかっ

たことが占因であったかも知れないが，或いは，本案が

離乳開始時の食品に特別の制限を設けていなかったこと

に多少危惧の念皆いだかせたのかも知弗ない。

　離乳開始の目安を月令のみにしている所は18％にすぎ

ず，半数から％の保健所で麟月令に体重を加峠して誇り，

また，特別区では体重のみ壱開始の目安としてい灸所炉

6％にぶられた（図4）。新」離乳の基本”では離彩開

始の目安として月令のみで充分としており，離乳食幼児

食研究班で行った医師を軌嬉燗奪成績斗噸麹
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て用いる保健所の中でも，食品の種類を限定している所

が多かった。食品の限定数は零～7品目の範囲で，地域

別に差異はみられず，開始時の食物として米がゆ，パン

がゆ，卵黄，芋，野菜類及ぴベビーフードが用いられて

いた。

　武藤4）らは離乳食としてそあ適否が疑問視されている

いくつかの食品を3～11カ月の乳児に試み，調理形態さ

え考慮すれば使用可能であったことを観察し，また，二
木ら5）も離乳の進め方に関し，食品の種類に関係なく単

に調理形態のみを変えて進める方式を試みた結果，離乳

は安全に実施され，発育も良好であったという。これら

の結果はいずれも乳児の各食品に対する適応性に巾のあ

ることを示唆している。しかし，これらの成績は病院や

施設において衛生その他の細心の注意の下で行われた研

究結果であり，実際に個々の母親に対する指導に当って

は，調理の難易や衛生的視点から，また，母親に混乱を

少なくして実行しやすい離乳を目指すためには，ある程

度食品の限定も必要のように思われる。

　6．各種食品の使用開始月令

　わが国で比較的入手の容易な食品9品目についてその

使用開始月令をみると，各食品の使用開始最多月令と次

位月令は次の通りであった。

　卵黄5，4カ月，全卵7，6カ月，自身魚及び赤身魚

6，5カ月，青皮魚8，9カ月，豆腐5，4カ月，納豆

6，7カ月，半片6，7カ月，肉7，8カ月，油脂類6，

5カ月であった。中でも青皮魚，肉及び半片については

その開始月令が広範囲に分散していた。これは青皮魚は

アレルギーに対する考え方の相違，肉はどの種類のもの

を用いるかにより，また，半片にっいては食品衛生に対

表4．調味に関する指導

する考え方などが影響しているものと思われる。以上，

9品目の食品の使用開始指導月令には地域差はみられず，

また，離乳食幼兜食研究班が行った調査成績6）とも同傾

向を示していた。

　7．離乳食調味に関する指導

　離乳食調味の指導現況を衷4に示した。塩味について

みると離乳食に全く塩を用いないよう指導する所は，離

乳初期で23％，中期になると急激に減少し5彩程度とな

る。逆に制限しないという指導は初期及び中期に各々3

～4％みられた。砂糖も塩と同傾向で，全く用いないよ

う指導する保健所は初期で27彩，中期になると半減し，

後期には5％程度となる。初期及び中期において，制限

しない所は3～4％であった。一方，しょう油とみそに

っいては，全く用いないよう指導する所が初期13～16％，

中期には1彩程度に減少し，塩，砂糖に比べ制限の仕方

はゆるやかであった。みそ，しょう油は含塩食品である

にも拘らず食塩ほど制限が厳しくないのは，塩だけが

鳳毒物視〃される傾向にあるためなのか，またはみそや

しょう油中の食塩は薄められているため比較的安全と考

えられているためなのか，その理由は現在）不詳である。

また，すべての調味料を全く用いないよう指導する所が

離乳初期で7％，中期で3％，逆に，塩，砂糖，しょう

油，みそいずれも制限しない所が全期間を通して2～ 6
彩にみられた。

　我々が対象保健所における栄養指導時に，母親からの
主訴を調査した結果7），調味指導と関係すると思われる

篭味なし，または薄味だと食べない”黙家族の食事だと

食べる躍という主訴が全対象保健所で37～41％にみられ

た。離乳指導の際，黙味見をしてもらう”黙母親も実習す

（％）

用いないよう指導 少しなら用いてもよい 特に制隈しない 無記入
5～6カ月時 23．4 68．8 3．3 4．5

塩 7～8カ月時 5．0 72．2 4．3 18．4

9カ月以降 2．2 69．9 7．9 20．0

砂
5～6カ月時 27．0 63．2 3．1 6．7

7～8カ月時 11．0 66．3 3．8 18．9
糖

9ヵ月以降 5．3 67．4 7．2 20．1

し 5～6カ月時 15．5 74．0 4．5 6．0
よrフ

7～8寿月時 －　1．2
77．0 5．5 16．3

油 9ヵ月以降． 0 70．5 9．6 19．9

5酎6カ月時 12．7 75．8 4．3 7．2
み
7～ 8カ月時 LO

74．4 5．7 18．9
そ
9カ月以降・ 0 69．7 10．0 20．3
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響取量が後年軋．帯卯厚の素興嬉蒔駆P蔭鉢なき、かと1灘告

喜二熱斧購藤騰i賦卿g％1越樋鮮
・防鯵球く傘わヌ宰ま渾すぎ熱、小児期爾禽生活粧ら祭壱主

購して挙り陵珠第1こ離乳貧製品“）食壌磯壌些開心ザ向け

．，昏撰・、琴に贈靴興こ栖の髄姫・灘謂
導誉導三季源％監する1則翠寿犀お1レ、∫2脚心畢（》丁つに餐？

て掬 ，調査結果丑確それがよξ現媒いる¢レ⇒》蛎
　　1　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

、趨蝿粥麹“・鱒鱗曝騨梱嚇ぞ
れ塩味及び甘味について，発育初期の経験が後の嗜好に

特別な影響を与えないことを観察している。勿論，濃厚

嫡嚇纈館隣ず鵜輝緬牟鯵ズ畦畑、
ごとセはないが，現在の傾向ば過度に神経質になうてい

るのではあるまいか6　　r述

　 8． 断乳に関する指導　β　　　　：・　ll£

　斯彩に開してどのように指導を行っているかを調べた

1（図5）81どの培区砕おいても50彩蔚後の保健所が子供の

状態や親の希望を加味して断乳の時期を定めている。だ

罐際驚離騰蕪畜疏
　を指導する所牟稗30疹を霞めていだ毒しかし誕一律1こ断

　　　　　　　　　　♂・ 　　　　　 1ヒ1『＝　　　　　静　乳指導を行っている場合で！も・そ町時期に7凶12ヵ月爾

　巾がみられ，ま準，諸条件を加味ずる場合には，そ卑時

　期は 7カ月～1歳6方層にまで及んでい些。対象難所
，φ中には，．断乳の醐穣騰熱避饗爾態を

醐骨6ゲ罷も箪れ滑 “』…
㍗”

㎜r．
「一・ 物讐獣，鯉学的ジ疫学麹勝讐眺醗、
ξ：麹籔爵塗ε奪開す多研究が準撰す蚤φ』に伴藁い・ ㍉我匿セ詞

御鯨り母乳運動勝強力に推進きれて略漸
　下離乳の基本ボ では断乳槻開『じて触菖、らむヤいないが，

1離獅繍暢拠翻甜密撚蘇Fこ融White・
五由d；甲も指摘』C薫も多よ51こl　r心身両面から考えた断

爆嘆鵬櫛蝉ま締P』の七・矢 測（跡ご
ひri9麟1恥⑫胡驚に勘慶硯騰導ご踏1，「欲顧

1灘乳蝉嘩碓融秘綴1卿勉顯鳳捻が、
、ぐう、扱われて！蟻多か嶺参る㌧とi （表渇）．麺母乳栄養の場合

　政令市及び特別区保健所では20～22％がそのま昏母乳の

継続を指示1し猟牛乳きの切り換えを指示するのは52や60

！％羅あづだ＆←方ず都道府県では前三者に比鱈断乳指示

の螂が高かった・基鰹嚥鰻き啓令摩雑、
；麹趣磯賜魏繍谷編礪向赫凝斌，

1鴛臨旗灘誉難楚‘三智讐鯵
　近年』 調製紛乳に比べ，たん自質含鉦あ多む高角蚤兜

用繰が離乳期以後の乳號を繍ヒ臨イビき麗簿賑

されている。 ⑰紛乳を指示しそ嶋所は・5魎斐錫』

った識乳食より大鰯の栄養磁酵葛欝罐毎
にお硲ても，無機質やビタミジ類を調整セ尭高月冷児用
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紛乳を使用することが好ましいかどうかについて，今後

の検討が必要のように思われる。

　10．離乳指導後の把握現状

　栄養士が管轄している地区の離乳期乳児の離乳状況を

どの程度把握しているかを図6に示した。

図6　断乳に関する指導
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図7　管轄地区乳児の離乳状況
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揃　ゆきわたっている　鷺魏嚢喧1モその他

　犠大半の現状は把握できているガと渉る保健所は，都

道府県，特別区共に44％程度であるのに対し，政令市で

はこれより15％も多くなっていた。これに対し，無把握

できていないが所は政令市％に対し，他の二者は％程度

にみられた。1・

1また， 現在，栄養士が行っている離乳指導の効果をみ

1る と（表6），三者共，約半数の所は、軌道にのり問題

　衷6．．現行の離乳指導にういて

はない”としているが，政令市がこれを上廻り，都道府

県はや、下廻っている。しかし，、改善の余地有”とす

るものは特別区より都道府県が少なくなっているが，こ

れは対象児の把握や問題の所在がはっきりしないためで

あろう。

　ここで離乳状況把握の有無に及ぼす因子と考えられる

指導法，1回の指導人員，1歳迄の受診回数及び栄養士

数と把握状況との関連ずけを試みた。指導法，指導人員

及び受診回数などとの関連性は観察されなかったが，乳

児指導に携わる栄養士数が離乳指導の状況把握に影響を

及ぼしていた。特に政令市においては他二者に比べて対

象児の状況をよく把握できているのは，パートタイムの

栄養士をも含め離乳指導に当る栄養士が3名以上いる所

が2L5％と多い（都道府県　7．3％，特別区　17．6％）

ことがあげられよう。そして，後述する地域栄餐士研究

会や講演・謹習会などに参加できる機会も都道府県より

恵まれており，ぞれが業務に反映しているとも考えられ

よう。1

　11．小児栄養に関する知識の獲得

　乳幼児に対する栄養指導内容の改善。向上のために，

また，多様化した食生活に即した指導を行うために，新

しい知識の獲得は是非とも必妻であるが，保健所栄養士

はこれをどこから褥ているかを調査した。

　三者共・本・雑誌からが75％以上を占め，第一泣，次

いで講演・講習会が第二位，政令市及び特別区では50％

であるのに対し，都道府県では34％にとどまった。これ

は地理的条件の相違によるものと考えられようみ

　また，保健所や地域の医師より知識を得る栄養士は，

都道府県，政令市共，20彩であるのに対し，特別区はそ

の半数で，医師との交流は少ない。知識獲得の機会がな

いという栄養士は，特別区，0％に対し，都道府県栄養

士は17％もみられた（表了）。表6にもみられるように，

現行の離乳指轟に関しても覧不明・解らぬことが多い”

とする者の比率が都道府県栄養士に多かった。これは，

都道府県の栄養士が他二者に比べ，講演・講習会の機会

に恵まれず，その上，地域栄獲士との共同研究の機会も

都道府県 政令市 特別区 全平均
軌道にのり問題はない 48．3 58．5　 52．9 50．2
改善の余地がある ，　　、． 34．2 30．3 47．1 33．8
軌道年のっているが改善の余地もある 工．8 2．2 0 工．8

軌導にのっているが解らぬこともある． 工．4 3．4 0’
1．8

改善の余地・解らぬことがある 5．5 1．1 0 4．9

不明・解らぬことがある 8．8 4．5 0
7．5

（％）
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表了』ロ』栄養士め乳幼児栄養に対する知識め獲得
、／

（％）

都道府県、 政令市－ 特別区』 全．平均1．

本5雑誌　　　　　　、

健所又は地域め医師

健婦』

　　　　　　』　一域栄養士との研究会

講演・講習会二

　　　　　　　　　P

？6．ぢ1 』1

』⑩7’

　　　r巳17．3
33，9　　　く。’拷

14、」6「

75．2

0．4

．2

5．8

9．5

　　

　　蕊3

『ト 　　　　　・』）．1「

　2212
　、、年q＝q、『　』22，21．『

”1『’1 6，9

　　20，4

　

．即バ（9　　。．．与．α．

r講演℃講習会の機会がない‘ 17』3』」一戸 514 　rorμ一｛　　　　　前 ド冥β19．．ン

少なく，所内保健婦から知識を受ける者が多“という現

状からも伺えること・であろう。

　政令市や特別区内に住む貌幼児は保健所以外にも保健

センターや専門病院など，乳児検診の場に恵まれている

が，その点，一地方に住む乳幼児の健康管理は保健所への

『依存度が高い。それ故，栄養業務と担う栄獲士が藁層幅

広い知識をもって1母親に適這な措導を行うために，知

識獲得の場が与えられること・を望みたいσiさ 二r眠∵ズ

　そして・市町村レベルで母子保健行政を担当している

地域もあるので，ト「今後1二その面でめ検討も 必要であろう。』

　皿　要　約 1♪’

　418保健所（都道府県307，政令市　93，特別区18）

を対象に“設置主体別に離乳指導の現状を比較1し㌧1980

年に発表ざれた新覧離乳の基本”が乳児検診の場におい

て，どのように離乳指導に取り入れられでいる「がを紙面

調査し，次の結果を得た。

1．都道府県は政令市及び特別区保健所に比べ，医師，

　保健婦及び栄養士の構成人員数は少なかった。

2．保健所で行われている栄養指導の中，乳幼児に関す

　る指導は三者共，約％を占め，次いで健康増進に関す

　るもの，三位が妊産婦指導と成人病に関するものであ

　った。

3．離乳指導は政令市及び特別区の約90％は栄養士によ

　って行われていたが，都道府県においては保健婦の携

　っている所が40％にみられた。

4．1カ月に行われる離乳指導回数は，政令市において

　は3～15回であるのに対し，都道府県においては5回

　以下が多い。

5．離乳指導対象月令は特別区では特定の月令に焦点を

　しぼって行われているが，都道府県及び政令市では1

～2カ月毎に実施している所が多い。

6，離乳指導に用いられる基準として県，市又は保健所

単位で策定されたものを用いている所が約半数あり，

　新1黙離乳め基本概を用“宅“る所ほ特別薩だ幾分多く

”約40％レ都道府県友び政令市脅は2σ％栓度ぞみっ譲。

峨～！離乳開始の自安ほ月令従体壷を茄咲θだ猟5カ月前

　1禽夢体重：7k9’培党が全体め半数力Nら％を吉あそし・だも

8♪離乳開始時及びその後にむい亡ダ食品φ種類に制限

　を加えている所は約80％あり，まだ1新‘離琉の基本ガ

　を基準どじて甫いれ・る保健所の軒も1凌嘉め種類

　を限定している所が多かった。　　ン効、f’懲滋

：1含ト：卵黄蕊蚕卵シ白身魚友びボ身魚濠青皮魚ζ・豆腐野納

ご豆5津片∫1肉〆油脂類あσ島自ば限ら ぞぞあ後用開始

　指導月令をみたところ，1978年9月の離乳食幼児食研

　』究琉の調査とほ硬変わ；りゼ6結菓が得ぢ魏も汐悩う

101』離琉食調咲1ど関ずる指導些試塩1二i砂糖1ζづ這←ては用．

・で1 ㍉いないまう指導渉る所が離乳初期ぞ2ぎ心所秀い中期に

　は5％程度」どなるぎ逆に制隈しないとC￥づ所ンぼ1初・中

　1期に客々↑31碍4’％みち煮た。」方シピよち涌壱（み簿｝に

　ついては箭邑者と異なり≠制限の仕芳ほゆる｝かであ

　った。

1工．断乳の時期に関する指導はどの地区も子供の状態や

　親の希望を加味しているものが60％前後，一律に断乳

　指導を行っている所でもその時期は広範囲に亘ってい

　た。

12．離乳後期の乳汁指導に関しては，母乳或いは調製紛

　乳から牛乳への切り換えを指示する所は約60彩，母乳

　或いは調製紛乳をそのま、継続するよう指導する所が

　10～22％にみられた。又，高月令児用紛乳を指示する

　所は5％程度であった。

13．離乳指導の現状を大半把握できているとする所は，

　政令市では60彩であるのに対し，都道府県及び特別区

　では44％程度であった。また，指導は軌道にのり問題

　はないとする所は三者共，約半数程度であった。

14．乳幼児栄養に関する知識の獲得法は三者共，本・雑．

　誌が第一位，次いで講演・講習会。特別区の栄養士は

　都道府県及び政令市に比べ医師との交流は少ない。ま

　た，知識獲得の機会がないという者は特別区0彩であ
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　るのに対し，都道府県では17％もみられた。

　調査に当り，心よく御協力下さいました全国保健所長，

保健婦，栄養士の方々に感謝致します。
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Abstr~ct 

Aspects of weaning guidance at the health center in Japan. 

by 

Kiyoko MIZUNO, Hatsuko YAMAMOTO., Ai YAMANOUHI and Shizuke MUTO 

To ccmpare the aspects of weaning guidance operated at the health centers run by the pre-

fectual government (PG), the designated cities (DC), and the 23 wards of Tokyo CrK) 

and to learn how widly the new standard of weaning developed by the cf~icial study gro~lp in 

1980 was adopted at the health center, zi paper survey was conducted on 413 health centers 

in 1982: 

The construction of professicnal persenels, that is, physicians, pullic hea:Ith nurses, and 

dietetians was supericr in DC and TK health eenters to PG ones, in any case the nunther 

of the dietetian being the least, with sometimes only one part timer. Therefore weaning guid-

ance was eften performed by the public health nurse, for instance, it was so in 40 percent 

of PG health centers, though it was moetly done by the dietetian in DG and TK health ce-

uters Amoung nutriticnal guidance carried ,out the health center guidance on infants and chil-

dren ranked first, accounting roughly 30 percent of it and that on health promotion being 

second, followed by those on pregnancy and geriatric disorders. 

About cne half of PG and DG health centers weTe using the locaJly developed weaning 

method fer their weaning guidance and less than 20 percent of them adopted the new stan-

ard of weaning against the 40 percent adoptation of TK h, ealth eenters. 

As the guide to begin giving the solid food t.c the infant most health centers refered to 

both the age in month and the body weight of the infant and also set up the definite time 

of introduction of given foeds, though the new standatd advocated t~at the age in month only 

h as the guide to begin weaning and any feQd could be giv.en to the infant from 
was enoug 
the very begim.ng of weaning, if cooked well. Abo ut fl,avoring of solid foods one fourth 

of health c~nters eneouraged the mother not to add ~ither sugar or salt to the. food duting 

the e~rly period of weaning, but as weaning progtessed, this limitatiQn dissipated 

Concerning the time to wean from the breast mest health centers decided it in considera-

tion of the infant'~ condition and the mother's inclination, but even at the health ceriter 

which set up the definite time for it the time was widly different such a$ 7 to 12 mqnths 

of age deperi~ing upon each center's difference in situation. 

Half of dietetians reported that they had full confidence in their guidance on weaning. 

Dietetian's maJor seurces of profe~sianal knowledge were books and periodicals and 40 

pereent of them had been given the ehance to attend the refreshing cours~. However it was 

reported that while almost all of dietetians workiug at TK health eenters already had such 

chance, 17 pereent of dietetians in PG health centers had no such experience 
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